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○開会・開議                午後２時７分 開会 

○議長（宮保喜一君） ただいまから平成１９年第２回石川県後期高齢者医療広域連合

議会臨時会を開会いたします。 

ただいまの出席議員数は１７名で、定足数に達しております。 

よって、本日の会議を開きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○広域連合長あいさつ 

○議長（宮保喜一君） ここで、山出広域連合長より招集のごあいさつをお願いします。 

   〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 山出広域連合長。 

〔広域連合長（山出 保君）登壇〕 

○広域連合長（山出 保君） 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 皆様方におかれましては、何かとご多用のなか、ご出席をいただきまして、お礼を申

し上げます。 

本日は、後期高齢者医療制度において、最も重要な要素であります保険料率を規定す

るための「石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例」、本条例をご

審議をいただきたいと思っております。 

後期高齢者医療制度における保険料率は、被保険者である７５歳以上の後期高齢者の

生活に直接影響をおよぼすものでありますことから、これまで何度も、県内の各市長さ

ん、各町長さんと協議を重ねまして、いろいろご意見を伺い、慎重に検討を重ねてまい

りました。 

保険料率につきましては、低所得者に対する均等割を、７割、５割、２割減額する保

険料率の軽減措置を設けるなど、被保険者の皆様の保険料負担が少しでも軽減されるよ

うに配慮いたしてまいりました。 

また、制度を安定的に確保いたしますために、県に対しまして、財政安定化基金の早

期設置、これに要する財源の確保、また、健診事業にかかる県費補助の要望も強く行っ

てきたところであり、引き続き要望してまいりたい、このように考えております。 

さらに、新しい制度が円滑に施行できますように、後期高齢者医療制度の趣旨や仕組

み、また、保険料率につきまして、新聞広告や広報誌を通じて被保険者の皆様に説明い

たしますとともに、フォーラムや地区説明会を開催をし、全県にわたり後期高齢者医療

制度の広報周知に取り組むことにいたしております。 

 各位におかれましては、平成２０年４月から、円滑に新しい制度がスタートできます

ように、今後とも、石川県後期高齢者医療広域連合の運営に、格別なご尽力をいただき

ますようにお願い申し上げて、簡単でございますが、ごあいさつにさせていただきます。

よろしくお願いをいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会議録署名議員の指名 

○議長（宮保喜一君） これより、日程第１会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員に川口正雄君及び持木一茂君を指名します。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○会期の決定 

○議長（宮保喜一君） 次に、日程第２会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日一日にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日一日と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○諸般の報告 

○議長（宮保喜一君） 次に、日程第３諸般の報告を行います。 

地方自治法第１２１条の規定による今臨時会の説明員の氏名は、お手元に配付のとお

りであります。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議案上程 

○議長（宮保喜一君） これより、日程第４議案第１６号を議題といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○提案理由の説明 

○議長（宮保喜一君） 提出者から提案理由の説明を求めます。 

   〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 広域連合長山出保君。 

〔広域連合長（山出 保君）登壇〕 

○広域連合長（山出 保君） 議案第１６号の「石川県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療に関する条例について」提案理由の説明を申し上げます。 

石川県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に関しましては、「高齢者の医

療の確保に関する法律」等に定めがありますもののほか、保険料の賦課額及びその他保

険料の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って、広域連合の条例で定めるとい

うことになっております。 

 条例の内容についてでございますが、保険料率につきましては、おおむね２年を通じ、

財政の均衡を保つことができるものでなくてはいけない、このように、法律で規定をさ

れております。 

算出にあたりましては、平成２０年度及び平成２１年度の２か年にわたる費用として、

医療給付費をはじめ、葬祭費、財政安定化基金拠出金などの費用の見込み額から、同じ

く収入として、国、県、市町の負担金、後期高齢者交付金など保険料以外の収入の見込

み額を控除して、保険料賦課総額を算出をいたしました。 

２か年の被保険者数の見込みを基に、被保険者一人あたりの保険料率を積算した結果、

平成２０年度及び平成２１年度の所得割率を、１００分の８．３３とし、被保険者均等
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割額を、年額４５，４８０円としたものでございます。 

なお、賦課限度額につきましては、５０万円と規定しております。 

 また、低所得者に対する措置として、これにつきましても、政令の定める基準に従っ

て、世帯の所得水準に応じて、均等割額を７割、５割、２割軽減することを規定いたし

ております。 

 さらに、被用者保険の被扶養者であった者が新たに後期高齢者医療制度に加入するこ

ととなった場合の措置として、２年間は、保険料を均等割額のみとし、その額も半額に

軽減することを規定しております。 

このことに関しまして、つい先日、国で決定されました、被用者保険の被扶養者であ

った者に対する、新たな保険料負担の凍結措置につきましても、平成２０年度におきま

しては、半年間は保険料を無料とし、半年間は１割負担とするという、国の方針どおり

とする保険料賦課の特例に関する規定につきましてもこの条例に盛り込んだところでご

ざいます。 

 また、災害、疾病、失業等の理由により、必要があると認められる場合には、保険料

の徴収猶予又は減免をすることができる旨につきましても規定しているところでありま

す。 

なお、平成１５年度から平成１７年度までの３年間の一人当たり平均老人医療給付費

が、広域連合全体における一人当たり平均に対して２０パーセント以上低く乖離してい

る市町に対しましては、県内統一の保険料率の例外措置といたしまして、最長で６年間

保険料率を低く認定することができることとなっております。 

この広域連合では、珠洲市がこれに該当いたしますために、この特例措置を６年間適

用する規定を設けることにいたしております。 

そのほか、葬祭費の額を５万円とすることや被保険者の健康の保持増進のために健康

診査を実施できる旨を規定しているものであります。 

以上が条例の大要でございます。提案理由の説明にさせていただきます。どうか、よ

ろしく、ご審議を賜りますように、お願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○質  疑 

○議長（宮保喜一君） これより、議案第１６号について、質疑を行います。 

質疑の通告がありますので発言を求めます。 

〔「議長、４番」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） ４番梶文秋君。 

   〔４番（梶 文秋君）登壇〕 

○４番（梶 文秋君） 本日の第２回の臨時会におきまして、提案がなされました、こ

の条例案につきまして、ご質問を申し上げたいと存じます。 

 いまほど、ご説明のありましたとおり、まったく新たな制度として、来年４月から後

期高齢者医療制度がスタートすると、その過程において、様々な問題点を事務局の方々

を中心として、非常にきめ細やかにまとめてこられたということに対して、まず、冒頭、

敬意を表したいというふうに思っております。 

 この制度が、７５歳以上の方を対象とし、新たな医療制度としてスタートするわけで

ありますけれども、介護保険制度と同様といたしまして、全員の被保険者、お一人お一
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人に対して、その保険料の算定をし、賦課をするということになっています。 

説明がありましたように、本県の場合、この保険料について、みてみますと、均 

等割、所得割合わせますと、年額８４，５６４円、うち均等割額だけでありますと、 

４５，４８０円、これを１か月あたりにばらしてまいりますと、均等割、所得割合わせ

ますと、概ね７，０４７円、均等割では、３，７９０円ということになってこようかと

思いますが、この７，０４７円について、全国の、今日私どもが聞かされている、平均

値６，２００円という数字からみると、高く設定されているという、そういった感があ

るわけでありますけれども、この全国の数値は、葬祭費や、あるいは、審査支払手数料

などが含まれていない数値であり、そこに加えて、石川県は、全国的にみて、医療費の

支払額の数値が高いということなどを含めると、この６，２００円という全国平均にプ

ラスをしたそれらの要素を盛り込み、７，０４７円という数字は、厳しいながらも、妥

当なことであろうというふうにも思っているわけであります。 

 もちろん、この保険料の徴収は、それぞれの年金から天引きするということが原則で

あるということであります。 

そうしたことであれば、被保険者にとっても、大変、年金生活の中からこういった保

険料が引かれていくわけであり、その意味では、新たな、厳しい制度の中での負担を強

いられるということになるわけでありますが、その中で、２割、５割、７割という、低

所得者に対する軽減措置があるということで、今回の条例案の１５条の中にそのことが

うたわれているところであります。 

 加えて、今ほど、連合長からもありましたとおり、社会保険の方に入っている方の被

扶養者であった方については、２年間の激変緩和措置、そのことで５割の減額賦課が盛

り込まれている。 

 また、これをさらに被扶養者の方々に対して、来年から半年間は、これを凍結する。

また、半年後の１０月からは、これの９割軽減をするという措置が盛り込まれていると

いうことも、これも、非常に、厳しい中でも、ありがたいことだというふうに、考えて

いるところであります。 

 そこで、今回、少し、この制度だけではなくて、介護保険や、あるいは、国民健康保

険という制度の中でも、同じような問題が出てまいりますけれども、そのことについて、

少し、おたずねを申し上げたいというふうに考えておるところであります。 

 といいますのは、今回の高齢者医療の中におきましても、いわゆる、２割、５割、７

割の軽減対象とするときに、どの軽減措置を受けられるかという、低所得者の立場から

みれば、高齢者７５歳以上の方、被保険者が、世帯主であるのか、あるいは、そこに同

居している家族の息子さんが世帯主であるのか。つまり、高齢者自体が世帯主であるケ

ースと、息子さんが世帯主であるケースとによって、大きな違いがでてくる。 

高齢者が世帯主である場合は、この高齢者の所得だけをおしはかって、軽減措置を行

う。 

ところが、息子さんが世帯主である場合には、高齢者の所得も当然ですが、息子さん

の所得も合わせたもので軽減措置をはかろうとするということになってまいりますと、

前段にでてくる被保険者一人一人の保険料を負担するという概念からいくと、その家族

の構成によって大きく変化があります。 

このことは、他の制度も含めて、少し、疑問を感じざるを得ない。とそんなふうに考

えておるところであります。 
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 ともあれ、奥能登におきましては、高齢化率が高い、あるいは、少子高齢化という、

こういう中で、いま、社会全体として、できれば、家族、年寄りと若者と孫も含めて、

同居の世帯であるということが、非常に社会現象として望ましい。 

しかし、この保険料の２割、５割、７割の軽減を受けたいがために、ここで、世帯分

離をして、そして、高齢者だけの世帯を個々にひとつ作っていかなければ、保険料が高

くなっていくという、このことは、行政としては、少し問題を感じざるを得ない。 

こういったことを含めますと、少しですね、これからの核家族化が進んでいくという、

こういう社会現象の中において、この、今の後期高齢者連合として、あるいは、これは、

もっと他の制度にも、申し上げなければならないと思うわけでありますけど、それらに

ついての広域連合長の考え方をお聞かせいただきたい、そのように思っております。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 山出広域連合長。 

〔広域連合長（山出 保君）登壇〕 

○広域連合長（山出 保君） ４番の梶議員にお答えをいたします。 

保険料の軽減につきましては、さきほど、提案理由の説明でも申しあげましたが、高

齢者の医療の確保に関する法律第１１５条によりまして、保険料の賦課額その他保険料

の賦課に関する事項は、政令で定める基準に従って後期高齢者医療広域連合の条例で定

める。このようにされております。 

また、政令にありましては、被保険者と世帯主の所得の合計額で保険料の軽減判定を

行うこととなっておりますので、この規定に従って条例に規定をしたものでございます。 

ご指摘のとおり、後期高齢者医療制度では、保険料は、個人ごとに賦課されるのでご

ざいますが、軽減については、本人のみならず、世帯主の所得を判定基準にする。いう

こととなっております。 

これは、軽減については、個人単位で判断するのではなく、世帯に着目して軽減を判

定するものであり、国民健康保険制度でも、同様に、被保険者と世帯主の合計所得で軽

減判定を行いまして、被保険者の所得に対して賦課をするということになっております。 

建前論でございますが、そのように法律及び政令で規定されておりますので、この趣

旨をご理解くださるようにお願いをいたします。 

○議長（宮保喜一君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○討  論 

○議長（宮保喜一君） これより、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 討論はなしと認め、討論を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○採  決 

○議長（宮保喜一君） これより、採決を行います。 
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 議案第１６号石川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例について採

決いたします。 

議案第１６号について、原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

〔起立者多数〕 

○議長（宮保喜一君） 起立多数であります。 

よって、議案第１６号については、原案のとおり可決することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○日程追加（陳情第１１１号から陳情第１１３号まで） 

○議長（宮保喜一君） 次に、お手元に配付のとおり、後期高齢者医療制度に関する意

見書の提出を求める陳情、後期高齢者医療制度の充実を求めるための陳情及び後期高齢

者医療制度に関する意見書の提出を求める陳情書の３件を受理しております。 

お諮りいたします。 

陳情第１１１号後期高齢者医療制度に関する意見書の提出を求める陳情は、緊急を要

する事件と認め、日程に追加し、追加日程第５とし、審議することにしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 異議なしと認めます。 

よって、陳情第１１１号は、緊急を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第５

とし、審議することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

陳情第１１２号後期高齢者医療制度の充実を求めるための陳情は、緊急を要する事件

と認め、日程に追加し、追加日程第６とし、審議することにしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 異議なしと認めます。 

よって、陳情第１１２号は、緊急を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第６

とし、審議することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

陳情第１１３号後期高齢者医療制度に関する意見書の提出を求める陳情書は、緊急を

要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第７とし、審議することにしたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 異議なしと認めます。 

よって、陳情第１１３号は、緊急を要する事件と認め、日程に追加し、追加日程第７

とし、審議することに決定いたしました。 

〔陳情文書表配付〕 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議案上程 

○議長（宮保喜一君） 追加日程第５陳情第１１１号後期高齢者医療制度に関する意見

書の提出を求める陳情及び追加日程第７陳情第１１３号後期高齢者医療制度に関する意
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見書の提出を求める陳情書の内容につきましては、ただいまお配りした陳情文書表のと

おりであります。これらの陳情事項が同じ内容でございます。 

よって、一括議題といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○質  疑 

○議長（宮保喜一君） これより、本案件について、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○討  論 

○議長（宮保喜一君） これより、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「議長、８番」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） ８番杉本正一君。 

   〔８番（杉本正一君）登壇〕 

○８番（杉本正一君） ８番杉本正一です。 

陳情１１１号及び陳情１１３号後期高齢者医療制度に関する意見書の提出を求める

陳情に対して反対の立場で討論を行います。 

後期高齢者医療制度は、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現する

ため、創設された制度であります。  

その基本的な考え方は、一つ、世界最長の平均寿命と高い医療水準を達成してきた国

民皆保険制度を将来にわたって堅持すること。 

一つ、高齢者の心身の特性に応じた、安心で安全な質の高い医療が受けられる体制を

確保すること。 

一つ、高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平でわかりやすい制度とすること。 

一つ、都道府県単位で運営することにより、スケールメリットを生かし、財政リスク

を回避することであります。 

この基本的な考え方は、現在の医療制度が抱える諸問題を解決する有効なものであり

ます。 

また、この趣旨を反映した後期高齢者医療制度は、高齢者の心身の特性等に応じた適

切な医療を確保するために必要な制度だと考えております。 

現在、石川県後期高齢者医療広域連合では、平成２０年４月の制度施行に向けて、滞

りなく準備が進めているとの報告を受けています。新制度実施時には、住民が不安に思

ったり、疑問を抱くこともあります。 

そのため、私は、広域連合に、住民に充分、情報を提供し、さまざまな方法による広

報周知を努力していただき、住民が納得できる運営を行っていただきたいと思っており

ます。 

以上のことから、国に対して制度実施の中止を求める意見書の提出については、慎重

に判断すべきであると考えることを表明し、反対討論とします。 
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○議長（宮保喜一君） 他に討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 討論はなしと認め、討論を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○採  決 

○議長（宮保喜一君） これより、一括採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

陳情第１１１号及び陳情第１１３号を採択することに賛成の方は、起立を願います。 

〔起立者なし〕 

○議長（宮保喜一君） 起立なしであります。 

したがって、陳情第１１１号及び陳情第１１３号は、不採択とすることに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議案上程 

○議長（宮保喜一君） これより、追加日程第６陳情第１１２号後期高齢者医療制度の

充実を求めるための陳情を議題といたします。 

 陳情の内容につきましては、お手元に配付の陳情文書表のとおりであります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○質  疑 

○議長（宮保喜一君） これより、本案件について、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○討  論 

○議長（宮保喜一君） これより、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔「議長、１５番」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） １５番林一夫君。 

   〔１５番（林 一夫君）登壇〕 

○15番（林 一夫君） １５番林一夫です。 

陳情第１１２号後期高齢者医療制度の充実を求めるための陳情に対して、反対の立場

で討論を行います。 

後期高齢者医療制度は、７５歳以上の方全員が加入し、保険料を負担し合って、運営

するものであります。 

被保険者の方々が、それぞれの所得に応じて保険料を納めてもらうことが、制度を維

持する大前提となるものと考えています。 

このような制度の中で、一部の人が保険料を納めず、保険料を滞納した場合において

は、災害等の特別の事情があると認められる場合は別といたしまして、まず、必要なこ



 - 11 - 

とは、そのような方に、保険料を納めていただくよう働きかけることです。 

従いまして、そのような働きかけを行ったとしても、依然として納めてもらえない方

には、負担の公平という観点から、何らかの措置が必要となります。 

法律では、そのような場合に、保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書を交付

することとしているものでありますが、その場合には、医療に要する費用について、特

別療養費が支給されるとのことです。 

保険料を滞納する理由には、さまざまなものがあり、災害等特別な事情があるなど、

真にやむを得ない方にまで、一律に資格証明書を発行するのはいかがなものかと考えま

すが、支払い能力があるにもかかわらず、理由もなく長期にわたり保険料を滞納する方

には、被保険者間の公平の確保と制度の信頼性の維持の観点から、資格証明書の発行は、

やむを得ないものではないかと思っております。 

このようなことから、この陳情については、慎重に対応すべきであると考えるもので

あります。以上反対討論といたします。 

○議長（宮保喜一君） 他に討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮保喜一君） 討論はなしと認め、討論を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○採  決 

○議長（宮保喜一君） これより、採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

陳情第１１２号を採択することに賛成の方は、起立を願います。 

〔起立者なし〕 

○議長（宮保喜一君） 起立なしであります。 

よって、陳情第１１２号は、不採択とすることに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○閉議・閉会 

○議長（宮保喜一君） 以上をもって、本臨時会の議事は、全部終了いたしました。 

これをもって、平成１９年第２回石川県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を閉会い

たします。 

 午後２時４２分 閉会 
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